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中
国
地
方
本
部
は
２
月
１

６
日
、
日
本
郵
便
中
国
支
社

長
へ
「
２
０
２
４
年
春
季
生

活
闘
争
の
要
求
」
を
提
出
し
、

２
４
春
闘
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。 

物
価
高
騰
が
続
き
、
こ
の

国
の
生
活
実
態
は
深
刻
な
状

況
で
す
。
ま
た
昨
年
来
、
経

営
者
団
体
か
ら
も
「
賃
上
げ

は
社
会
的
要
請
」
と
の
共
通

認
識
が
示
さ
れ
る
中
で
日
本

郵
政
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
一
角

を
担
う
以
上
、
私
た
ち
労
働

者
の
声
を
無
視
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ

そ
、
「
い
ま
働
く
職
場
環
境

を
よ
り
よ
く
す
る
」
「
均
等

待
遇
の
実
現
」
そ
し
て
「
ベ

ー
ス
ア
ッ
プ
を
伴
う
大
幅
な

賃
金
引
上
げ
」
と
い
う
基
本

的
な
命
題
を
高
く
掲
げ
、
郵

政
ユ
ニ
オ
ン
は
た
た
か
い
ま

す
。
皆
さ
ん
も
私
た
ち
と
足

並
み
を
そ
ろ
え
て
声
を
挙

げ
、
と
も
に
会
社
へ
の
要
求

を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
ょ
う
‼ 
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そ
の
他
要
求
は
裏
面 

〓 

中中国国 

郵政産業労働者ユニオン中国 

私たち中国地方独自の「要求項目」をご紹介します― 

 

・ スキル評価において、スキル評価 Aランクに到達できない職種が存在 

する。社員のモチベーションのうえからもスキル Aランクに到達でき 

ない職種を無くすないし Aランク項目を設けること。 

 

・ パワハラ・いじめの実態が依然として報告されている。職場において 

も周知・点検を一層強化し、会社側の責務として根絶すること。 

 

・ 健康診断について、全ての社員が勤務時間中に受診出来るよう対策を 

講じること。また、勤務時間内に受診出来ない場合は、超過勤務手当 

と交通費を支給すること。 

 

・ 病気休暇取得に関して、診断書必須ではなく領収書提出でも承認する 

こと。 

 

 

郵政ユニオン中国地方本部 

春闘要求書提出 
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２０２４年春季生活闘争の要求（抜粋） 

 

●  超過勤務に依存した業務内容を、１日８時間労働で終わる業務内容に改善し、必要な要員 

を正社員で確保すること。 

●  一般職から地域基幹職への転換について、要件を緩和すること。 

●  全ての期間雇用社員について、アソシエイト社員転換後、２年で希望する社員は全員正社 

員へ登用すること。 

●  月給制契約社員の基本月額を３１，０００円以上引き上げること。 

●  時給制契約社員の時給を２００円以上上げること。 

●  時給制契約社員の基本給を全国一律制とし、時給を１，５００円以上とすること。 

●  時給制契約社員の基本賃金について、基本給の下限額を２００円引き上げること。 

●  シニアスタッフ社員の基本給を月額３８，０００円以上引き上げ、大幅に改善すること。 

●  正社員の基本給を月額３０，０００円以上引き上げること。 

●  短時間勤務社員の基本給を月額３０，０００円以上引き上げること。 

●  短時間社員の基本給を月額３３，０００円以上引き上げること。 

●  一般職社員の基本給を大幅に改善し、地域基幹職１級と同等にすること。 

●  正社員、一般職の定期昇給を完全実施すること。 

●  全社員の年間一時金を４.５月とすること。 

●  全社員に年末勤務手当（１２／２９～３１）を１日５，０００円支給すること。 

●  全社員に対し扶養手当を支給すること。 

２０２０年に改定された配偶者に対する手当は見直し前の支給額に戻すこと。 

また、子供に対する手当を引き上げること。 

●  全社員に住居手当を支給すること。 

２０１８年に改定により支給対象外となった一般職社員については早急に支給対象者に 

戻すこと。なお、２０１９年度から実施している経過措置も中止し改正前に戻すこと。 

●  全社員が社宅に入れるようにすること。 

●  全社員に対し、退職金制度を設けること。 

●  全社員に夏期休暇・冬期休暇を各 3 日以上付与すること。 

●  有給の生理休暇を 2日以上付与すること。 

●  生理休暇取得に対し、賞与・昇給についての減算などペナルティを科さないこと。 

●  自家用車・バイクで通勤している社員に対する通勤手当について、年１回の見直しを改め

２回とすること。また、ガソリン価格が高騰した場合については迅速に遊金手当の増額など

対策を講じること。 

 


